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はじめに 
 

○事前準備 

ＰＲＴＲ排出量等届出を行う「ＰＲＴＲ届出システム」の利用にあたっては、事前準備をお願いします。 

１.パソコンからインターネットへ接続できる環境の設定及びパソコンの各種設定を行います。 

２.「ＰＲＴＲ届出システム」を利用するために「電子情報処理組織使用届出書」（以下、「使用届出書」

といいます）を事前に都道府県等に提出します。一度、使用届出を提出すれば、再提出の必要は

ありません。 

これにより、①ユーザＩＤ②パスワードが取得できます。 

※ユーザＩＤやパスワードがわからない場合は、届出書を提出する都道府県等にお問い合わせく

ださい。 

 

事前準備に関する具体的な内容は「操作マニュアル 事業者版（事前準備）」を参照してください 

。 
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第１章  起動及び終了方法・共通操作 
1． 起動及び終了方法 

（１） ＮＩＴＥのホームページへアクセス 

はじめに、ＮＩＴＥのホームページにアクセスします。 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html 

画面が表示されたら、「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

 

（２） ログイン 

初回ログインの場合は、都道府県等より送付されたユーザ ID 及び初期パスワードを入力し、

「実行」ボタンをクリック、もしくは入力フォーム内でＥｎｔｅｒキーを押下します。 

ログインに成功すると、パスワード変更を促す画面となるので、パスワードを変更します。 

※パスワード変更は必須です。 

正しくパスワード変更が行われると、トップ画面が表示されます。 

次回からは、変更後のパスワードでログインを行います。 

ログインに成功すると、「トップ画面」が表示されます。 

ユーザ ID や初期パスワードがわからない場合は、都道府県等にお問い合わせください。 

 

「キャンセル」ボタンのクリックで「ＮＩＴＥホームページ」に戻ります。 

 

 入力したユーザ ID で既にログインされているときは、ログイン中ユーザが存在する確認画面が

表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、現在ログイン中のユーザはログアウトし、新たにログ

インすることができます。 

  

 

  

ＯＫボタン：新たにログインします。（現在ログイン中

のユーザはログアウトします。） 

キャンセルボタン：ログイン画面へ戻ります。 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html
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（３） ログイン失敗 

ログインに失敗すると当画面が表示されます。 

 

ログインできないときは 

①ユーザＩＤ、パスワードが間違っていませんか？ 

ユーザＩＤ、パスワードは大文字小文字を区別します。念のためメモ帳等のテキストエディタ

に一度入力し、間違いがないか確認してください。 

       ②パスワードをお忘れですか？ 

「こちら」リンクよりパスワードの再発行を行うことができます。 

「第１章１．（７）パスワードを忘れた方へ」を参照してください。 
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（４） メニュー画面 

ログインが成功するとメニュー画面が表示されます。 
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（５） ログアウト（終了） 
Ａ．右上の「ログアウト」ボタンをクリックするとログアウト（終了）します。 

ログアウトする場合は「ログアウト」ボタンをクリックしてください。 

Ｂ．ブラウザの右上の×ボタンで閉じると、ログアウトされません。使用しないでください。 

×ボタンで閉じてから、セッション時間内（１２０分以内）に再度ログインすると、ログイン中

ユーザ存在の確認メッセージが表示されます。 

 

 

 

ログアウト（右上の「ログアウト」ボタンをクリック）すると確認画面が表示されます。「ＯＫ」ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 
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Ｃ. 再度、ログイン画面へのリンクをクリックすると第１章１．（２）ログイン画面が表示されます。 

Ｄ. 「閉じる」ボタンをクリックするとブラウザ（本画面）が閉じます。Microsoft Edge、Google 

Chrome では本ボタンで画面は閉じませんので、画面を閉じる場合は、ブラウザの「×」ボ

タンをクリックしてください。 

 

 

 

（６）セッションの切断 
ログイン後、無操作（入力処理や画面遷移を行わない状態）が１２０分以上続いた場合は、

サーバとの接続が切断され、当画面が表示されます。処理を続行する場合は、「ログイン画

面へ」をクリックして、再度、ログインしてください。 
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（７）パスワードを忘れた方へ 
      パスワードを忘れた場合、ログイン画面より再設定ができます。ログイン画面より、「こちら」リン

クをクリックします。 

 

パスワードを忘れた方へ画面が表示されます。ユーザ ID を入力して「メールを送信する」ボタ

ンをクリック、もしくは入力フォーム内でＥｎｔｅｒキーを押下します。「キャンセル」ボタンをクリック

すると、ログイン画面へ戻ります。 

 

 

     該当ユーザで登録済メールアドレスへ、パスワード再設定用の URL が付与されたメールが送信

されます。 
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     送信されたメールに記載された URL にアクセスします。     

 

     「新しいパスワード」、「新しいパスワード（確認）」項目に、変更したいパスワードを入力します。 

     なお、「新しいパスワード」入力時に、入力したパスワードの強度が表示されます。 

※過去に使用したことのあるパスワードへの変更は「APL.E2018:入力したパスワードは過去に使

用しているため使用できません。」となり、できないことがあります。当該メッセージが表示され

た場合は、新しいパスワードへ変更してください。 

 

Ａ. 「パスワードを再設定する」ボタンをクリックするとパスワードが変更されます。 

Ｂ. 

 

 

「閉じる」ボタンをクリックするとブラウザ（本画面）が閉じます。Microsoft Edge、Google 

Chrome では本ボタンで画面は閉じませんので、画面を閉じる場合は、ブラウザの「×」ボ

タンをクリックしてください。 

      

     「OK」ボタンをクリックすると、第１章 1．（２）ログインの画面が表示されます。再設定したパス

ワードでログインしてください。 

 

     ※メールに付与された URL は、発行後３０分以内が有効です。３０分を経過後は、URL へアクセ

スができません。また、パスワード再発行後は、URL の再利用ができません。 

以下のメッセージが表示された場合、パスワードを忘れた方へ画面から、再度処理を行ってく

ださい。 

A 
B 
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2． 共通操作 
（１） ＰＲＴＲ届出システム共通操作 

 

 

Ａ. 「ＰＲＴＲ届出システム」利用中、１つ前の画面に戻る場合は、画面上にある「戻る」ボタンを

クリックしてください。 

Ｂ. 当該画面の操作に関するヘルプ画面が表示されます。 

Ｃ. PRTR 届出システムに関するご質問を回答する AI チャットボットが表示されます。 

Ｄ. ユーザ情報が表示されます。 

Ｅ. 画面・文字サイズの調整 

画面サイズ・文字サイズの横にある数字・文字をクリックすると変更できます。 

Ｆ. ナビゲーション 

ナビゲーションは、クリックするとその画面表示に切り替わります。 

「ＴＯＰ」をクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

※ブラウザの機能（「←」（戻る）ボタン等）は使用しないでください。 

  

Ａ 

Ｂ Ｅ 

Ｆ 

Ｄ 

Ｃ 
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（２） メニュー画面の共通操作 

各処理項目をクリックして操作を開始します。 

 

 

Ａ. お知らせがある場合表示されます。 

 排出量等届出の要処理を一定期間放置した場合、警告が表示されます。 

Ｂ. 「再表示」ボタンをクリックすると最新のお知らせが取得できます。 

Ｃ.要処理件数、未処理照会件数が表示されます。 

        〇排出量等届出 

排出量等届出の要処理件数、未処理照会件数が表示されます。最新把握年度を含めて

最大６把握年度分が表示されます。なお、要処理、未処理照会がない把握年度について

は表示されません。 

〇使用届出 

使用届出の要処理件数、未処理照会件数が表示されます。なお、要処理、未処理照会が

ない場合は表示されません。 

Ｄ.最新の操作説明書がダウンロードできます。 

Ｅ.実際と同様の「ＰＲＴＲ届出システム」の操作が体験できます。 

デモ画面では、入力した内容は反映されません。 

 

  

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 
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（３） 処理画面の共通操作 

① 「入力例」ボタンをクリックすると、当該画面の入力例が表示されます。 

 

 

②入力は、JIS X 0201 又は JIS X 0208 で規定されている文字で入力してください。 

「（空白）」、「、」、「・」、「－」、「同上」のみの文字は入力しないでください。 

 

③時間のかかる処理のとき、確認メッセージが表示されることがあります。 

「いいえ」をクリックして処理を実行してください。 
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④住所は、郵便番号からの検索が可能です。 

郵便番号を入力し「住所検索」ボタンをクリックすると、別画面で検索結果が表示されます 

事業者の個別郵便番号は使用できません。 

 
 

 

 

住所の選択をしない場合は「閉じる」ボタンで画面を閉じます。 
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第２章  登録情報の確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  PRTR 排出量等届出（電子）と使用届出の全体図 

都道府県等 

事業者情報登録 

パスワード等発行及び送付 ②ＰＲＴＲ届出シス

テムログイン 

③登録情報変更 

※廃止届出の受理後は電子届出が 

できません。 

受理…公表及び集計等へ 
④ＰＲＴＲ排出量等

届出書作成提出 

変更届出（または廃

止届出）の提出 
事業者情報登録 

事業者 

※ユーザＩＤ・初期パスワード 

が送付されます。 

照会 

①電子情報処理組

織 使 用 届 出 作 成

（書面）及び提出 

※送付又は持参して 

  提出します。 
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ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をクリック

します。（「2-2．ユーザの削除（廃止届出）」でも同様に確認することができます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 受付番号をクリックすると、届出の内容を表示します。 

② 届出先をクリックすると、問い合わせ先が表示されます。 

③ 届出種別欄は、使用届出、変更届出、廃止届出の区別が表示されます。 

④ 処理状況をクリックすると処理状況一覧を表示します。 

⑤ 照会欄に照会確認ボタンがあった場合、照会があったことを示しています。 

この照会確認ボタンをクリックすると照会内容が表示されるので、回答を行います。 

⑥ 職権訂正欄に有があった場合、都道府県等が職権訂正処理をしたことを示しています。 

この有をクリックすると訂正された内容を確認できます。 

⑦ 「印刷」ボタンをクリックすると、届出種別の様式で印刷（ＰＤＦ形式）できます。 

⑧ 照会回答済リンクをクリックすると、照会履歴を確認できます。 

  

１ ２ ３ ４ 

６ ５ 

７ 

８ 
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第３章  未登録の自治体を追加する場合 
使用届出が未登録である自治体へ事業所を追加する場合は、PRTR 届出システムから処理ができま

す。 

例：群馬県で使用届出の登録があり、新たに、茨城県の事業所を登録したいとき 

 

使用届出の提出 

○ 使用届出 

１.（１）使用届出作成 

２.受理の確認 

（2）使用届出の保留（保存） 

※（都道府県等で受理が行われた後） 
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1． 使用届出作成 
（１） 使用届出作成 

① ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更(担当者、事業情報等の変更)」をクリッ

クします。 

 

② 「使用届出が未提出である自治体へ事業者を追加する場合はこちら」リンクをクリックして

ください。 

 

  

１ 

２ 
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③ 届出先、提出日を入力し、必要な場合はその他の項目も変更します。 

 

  

３ 
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④ 事業所の追加は、「事業所追加」ボタンをクリックします。 

 

次画面で事業所情報を入力します。 

入力後、「追加」ボタンをクリックします。 

 

事業所一覧に追加した事業所が表示され、区分には追加と表示されます。 

他にも事業所を追加する場合は、④を繰り返してください。 

 

※追加した事業所情報を修正、削除する場合は、該当事業所名をクリックし、次画面で事

業所情報の修正、削除を行ってください。 

  

４ 

４ 
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⑤ コメントは任意で入力してください。登録が終わりましたら、使用届出を提出します。 

入力内容を一時的に保留（保存）する場合は、第３章１．（２）使用届出の保留（保存）を参

照してください。 

 

 

⑥ 「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 

 

  

５ 
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⑦ 入力内容を確認してください。 

問題が無ければ「この内容で提出する」ボタンをクリックし、届出先自治体に送信してくだ

さい。

 

当画面の「印刷」ボタンをクリックすると、届出の内容が PDF 形式で出力されます。 

なお、印刷は一覧画面に戻ってからも可能です。 
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⑧ 本画面が表示されたら、使用届出の提出は完了です。 

届出先を選択すると、都道府県等の問い合わせ先が表示されます。 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックすると、登録情報変更（担当者、事業者情報変更）画面に

遷移します。 

使用届出が都道府県等に受理されると、担当者へ電子メール（受理）が送信されます。特

に処理を行う必要はありませんが、受理の確認は第３章２．受理の確認を参照してくださ

い。 

 

 

（２） 使用届出の保留（保存） 
① 入力途中で保存をする場合は、「保留」ボタンをクリックしてください。 
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② 処理状況欄が「入力途中・保留」となります。 

 

入力を再開する場合は「再開」ボタンを、保留したものを削除する場合は「削除」ボタンを

クリックしてください。 
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2． 受理の確認 
都道府県等が「使用届出」を受理すると電子メールで通知されますが、以下の方法で受理の確認を行

うことも可能です。また、受理後の電子メールにて、化管法施行規則第１２条第２項に従い、電子情報

処理組織使用届出書登録情報（ユーザ ID）が通知されます。メール内のＵＲＬにアクセスして、ダウン

ロードを行ってください。 

※ユーザＩＤとパスワードは、現在のものを引き続きご利用になれます。 

 

（１） ＰＲＴＲ届出システムでの受理状況確認 
① ログイン後、トップメニューの「2-1.登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク

リックします。 

 

② 自治体で受理の処理が行われている場合、次画面の「処理状況」欄に「自治体受理完了」

と表示されます。 

※使用届出で事業所追加を行い、自治体で受理されると、排出量等届出の事業所一覧に、

追加登録した事業所が反映され、届出が可能となります。 

排出量等届出処理（事業所一覧）の確認手順、排出量等届出の提出手順については、

「操作マニュアル事業者版（排出量等届出）」を参照してください。 
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（２） 「電子情報処理組織使用届出書登録情報」のダウンロード 
       受理後の電子メールにて、化管法施行規則第１２条第２項に従い、電子情報処理組織使用

届出書登録情報が通知されます。メール本文中のＵＲＬにアクセスするとダウンロードができま

す。 

      ※「電子情報処理組織使用届出書登録情報」のダウンロードは受理後３０日間以内となります。 

 

① 送信されたメールに記載された URL にアクセスします。 

        
      

      ② ユーザＩＤ及びパスワードを入力し、「実行」ボタンをクリックします。 

ログインに成功すると、「ユーザ ID、パスワードダウンロード画面」が表示されます。 
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※この画面は登録情報のダウンロード専用画面です。届出等をする場合は、この画面上部

のログアウトボタンをクリックしてログアウトし、その後表示される「ログイン画面へ」から再度

ログインしてご利用ください。 

 

③ 「ダウンロード」ボタンをクリックし、「電子情報処理組織使用届出書登録情報」をダウン

ロードします。  

  



 28

 

印刷サンプル 
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第４章  登録情報を変更する場合 
登録情報に変更が生じた場合、電子情報処理組織変更届出（以下、「変更届出」といいます）を行い

ます。 

（事業者・担当者情報の変更及び事業所の追加・変更・削除） 

 

 

変更届出の提出 

○ 変更届出 

１.（１）変更届出作成 

２.受理の確認 

（2）変更届出の保留（保存） 

※（都道府県等で受理が行われた後） 
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1． 変更届出作成 
（１） 変更届出作成 

① ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク

リックします。 
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② 「登録情報の変更」ボタンをクリックし、登録情報の変更画面に遷移してください。 

なお、選択欄は、変更が可能な使用届出情報が自動で選択されています。 

そのまま変更届出を入力することも、再選択することも可能です。 

※選択をそのままで変更届出を提出しても、変更内容に応じて届出が必要な自治体にの

み提出されます。 
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③ 変更日欄に実際に変更が行われた日を入力し、変更が必要な項目を修正してください。 

 

  

４ 

５ 

Ａ 

３ 
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Ａ. 「最新の排出量等届出情報を反映」ボタンをクリックすると、最新の排出量等届出の情報

に置き換えることができます。（電子で提出した最新の排出量等届出が対象。過去に電子

による排出量等届出を行っていない場合は、ボタンは表示されません。） 

 「元に戻す」ボタンをクリックすると、使用届出の登録した情報に戻ります。 
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④ 事業所の追加は、「事業所追加」ボタンをクリックします。 

 

次画面で事業所情報を入力します。入力後、「追加」ボタンをクリックします。 

 

事業所一覧に追加した事業所が表示され、区分欄には追加と表示されます。 

他にも事業所を追加する場合は、④を繰り返してください。 

 

※使用届出が未登録である自治体へ事業所を追加する場合、新規自治体の追加を行うこと

で追加することができます。新規自治体の追加を行う場合は、第３章１．（1）使用届出作

成を参照してください。 
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⑤ 事業所情報の変更又は削除を行う場合は、該当事業所名をクリックします。 

 

※「コメント」欄への入力は任意です。 

 

⑥ 事業所情報を変更する場合 

変更が必要な項目を修正し、「更新」ボタンをクリックしてください。 

「更新」ボタンをクリックすると、事業者情報入力画面に遷移し、事業所一覧の区分欄に

「修正」と表示されます。 

なお、「最新の排出量等届出情報を反映」ボタンをクリックすることで、最新の排出量等届

出の事業所情報に置き換えることができます。（電子による排出量等届出を行っていない

場合は、このボタンは表示されません） 

 

⑦ 事業所情報を削除する場合 

「削除」ボタンをクリックします。 

事業者情報入力画面に遷移し、事業所一覧の区分欄に「削除」が表示されます。 

 

・「キャンセル」ボタンをクリックすると、修正内容を取り消して、事業者情報入力画面へ戻りま

す。 

・「元に戻す」ボタンをクリックすると、修正する前の内容に戻ります。 
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⑧ 「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 

 

入力内容を一時的に保留（保存）する場合は、第４章１．（２）変更届出の保留（保存）を参

照してください。 

 

⑨ 次画面で確認します。変更前後の内容が表示されます。 

「この内容で提出する」ボタンをクリックすると、変更届出が都道府県等に送信されます。 

 

当画面の「印刷」ボタンをクリックすると、届出の内容がＰＤＦ形式で出力されます。 

複数の都道府県等に変更届出を提出する場合は、１つにまとめて出力されます。 

なお、印刷は一覧画面に戻ってからも可能です。 
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⑩ 本画面が表示されたら、変更届出の提出は完了です。 

届出先を選択すると、都道府県等の問い合わせ先が表示されます。 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックすると、登録情報変更（担当者、事業者情報変更）画面に

戻ります。 

 

 
⑪ 確認後、PRTR 届出システムをログアウトしてください。変更届出が都道府県等に受理さ

れると、担当者へ電子メール（受理）が送信されます。特に処理を行う必要はありません

が、受理の確認は第３章２.受理の確認を参照してください。 
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（２） 変更届出の保留（保存） 
① 作成途中の変更届出を一時的に保存しておくことができます。 

作成画面の「保留」ボタンをクリックします。 

 

 

② 処理状況欄が「入力途中・保留」となります。 
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③ 保留中の変更届出の処理を再開する場合は、変更届出一覧から選択して処理します。 

ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク 

リックします。 

 

 

保留の届出を選択し、「登録情報の変更」ボタンをクリックします。 
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保留中の作成画面が表示されます。前回に続けて入力してください。 

以降の手順については、第４章１．（１）変更届出作成 ③以降と同様になります。 

 

 

④ 保留中の変更届出を削除する場合は、変更届出（事業者情報入力）で「届出削除」ボタ

ンをクリックします。 

保留中の変更届出が削除され、「登録情報変更（担当者、事業者情報変更）」画面に戻

ります。「登録情報変更（担当者、事業者情報変更）」画面の一覧からも削除されます。 
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削除の処理後に、一覧から消去されます。 
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2． 受理の確認 
都道府県等が「変更届出」を受理すると電子メールで通知されます。受理の確認をＰＲＴＲ届出システ

ムで行います（特に処理は必要ではありません）。 

確認の操作手順は第３章２．受理の確認と同様になります。 
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第５章  システムを今後使用する必要がなくなった場合 
システムを今後使用する必要がなくなった場合、電子情報処理組織廃止届出（以下、「廃止届出」とい

います。）を行います。 

 

※廃止届出は書面での提出も可能です。書面で提出する場合は、NITE のホームページの「化管法で

定める各種様式等（https://www.nite.go.jp/chem/prtr/sheet.html）」内の「電子情報処理組織変更（廃

止）届出書」をご使用ください。 

 

なお、廃止届出は自治体毎での提出となります。廃止届出を行った自治体にある事業所は電子届出

ができなくなります。 

一部の事業所だけを削除したい場合は、変更届出で削除を行ってください（第４章 登録情報を変更

する場合を参照）。 

 

  

廃止届出の提出 

 ○廃止届出 

１.（１）廃止届出作成 

２.受理の確認 

（２）廃止届出の保留（保存） 

※（都道府県等で受理が行われた後） 
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1． 廃止届出作成 
（１） 廃止届出作成 

① ログイン後、トップメニューの「2-2．ユーザの削除（廃止届出）」をクリックします。 

 

 

② 一覧から廃止する自治体を選択して、「ユーザ削除」ボタンをクリックします。 

複数ある自治体の一部自治体を廃止する場合は、この画面で該当の自治体だけを選

択してください。 
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 すべての届出先を選択した場合、確認画面が表示されます。 

 

【注意事項】 

全ての届出先に対して廃止届出を提出して受理されると、ログインユーザ情報が削除され、廃

止日翌日以降はログインできなくなります。 

 

③ 廃止日を設定します。現在または未来の日付が入力できます。 

廃止届出に際してのコメントがあれば入力してください。 

 

 

 

入力内容を一時的に保留（保存）する場合は、第５章１．（２）廃止届出の保留（保存）を

参照してください。 

 

④ 入力内容を確認し、「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 

⑤ 次画面で確認します。「この内容で提出する」ボタンをクリックすると、廃止届出が都道

府県等に送信されます。 

 

当画面の「印刷」ボタンをクリックすると、届出の内容がＰＤＦ形式で出力されます。 

なお、印刷は一覧画面に戻ってからも可能です。  

３ 

３ 

４ 
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⑥ 本画面が表示されたら、廃止届出の提出は完了です。 

届出先を選択すると都道府県等の問い合せ先が表示されます。 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックするとユーザ削除へ戻ります。 

 

 

⑦ 確認後、ＰＲＴＲ届出システムをログアウトしてください。廃止届出が都道府県等に受理

されると、担当者へ電子メール（受理）が送信されます。特に処理を行う必要はありませ

んが、受理の確認は２.受理の確認を参照してください。 
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（２） 廃止届出の保留（保存） 
① 作成途中の廃止届出を保留にする場合は、「保留」ボタンをクリックします。 

 

 

② 処理状況欄が「入力途中・保留」となります。 
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③ 保留中の廃止届出の処理を再開する場合は、一覧から選択して処理します。 

ログイン後、トップメニューの「2-2．ユーザ削除（廃止届出）」をクリックします。 

 

保留の届出を選択し、「ユーザ削除」ボタンをクリックします。 

 

保留中の作成画面が表示されます。前回に続けて入力してください。 

以降の手順については、第５章１．（１）廃止届出作成 ③と同様となります。 
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④ 保留中の廃止届出を削除する場合は、廃止届出（廃止日選択）で「届出削除」ボタンをク

リックします。 

保留中の廃止届出が削除され、「ユーザ削除」に戻ります。 
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2． 受理の確認  
都道府県等が「廃止届出」を受理すると電子メールで通知されます。受理の確認をＰＲＴＲ届出シ

ステムで行います（特に処理は必要ではありません）。 

※登録されている全ての都道府県に廃止届出を提出して受理され、かつ、現実日付が廃止日を

超えた場合にはユーザは抹消され、ログインできなくなるので、本項の受理の確認はできません。 

 

① ログイン後、トップメニューの「2-2．ユーザの削除（廃止届出）」をクリックします。 

 

  

② 次画面で、廃止届出を届出した都道府県等は選択できなくなります。 
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廃止届出が都道府県等で受理されたら、該当都道府県等へ電子の排出量等届出はで

きません。 

電子届出を再開したい場合は、事業所の所在する都道府県等に、再度使用届出を提出

してください。作業が終了しましたら、ログアウトボタンをクリックして、本システムを終了

してください。 
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第６章  照会 
 

 

（２）回答入力・届出 

 ○照会 

（１）照会内容の確認 
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1． 照会の回答 
（１） 照会内容の確認 

① 都道府県等で届出（新規・変更・廃止）の内容に疑義等があると判断した場合、電子

メールで照会の通知がされます。 

② ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク

リックします。 

 

 

③ 一覧で処理状況を確認します。 

照会がある場合、処理状況欄に「照会あり」と表示されます。必ず、照会内容の確認及

び回答を行ってください。照会欄の「照会確認」ボタンをクリックします。 
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（２） 回答入力 
① 内容を確認し、照会に対する回答を行います。 

 

 

Ａ．  修正不要の場合は理由を必ず入力し、「修正不要」ボタンをクリックします。 

②へお進みください。 

Ｂ． 届出内容を修正する場合は「修正」ボタンをクリックします。 

③へお進みください。 

Ｃ． 届出自体を破棄する場合は理由を必ず入力し、「届出破棄」ボタンをクリックします。 

②へお進みください。 

Ｄ． 処理をやり直す（戻る）場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。 

Ｅ． 回答にファイルを添付することができます。「ファイルの選択」ボタンでファイル選択画

面から指定します。 

 

 

Ｄ Ａ Ｂ Ｃ 

Ｃ Ａ 

Ｅ 
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② 修正不要及び届出破棄の場合は、照会処理（内容確認）画面が表示されます。確認の

うえ、「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

照会処理（完了）画面が表示されます。これで、照会に対する回答が完了です。 

※この例は、修正不要で回答した場合です。 

 

 

「一覧へ」ボタンで「登録情報変更（担当者、事業者情報変更）」画面へ戻ります。 
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照会に対する回答により、一覧の該当明細の表示色が変わり、処理状況欄に「修正不

要回答」又は「破棄回答」と表示されます。 

 

※この例は、修正不要で回答した場合です。 

 

 

「ログアウト」ボタンをクリックして、「ＰＲＴＲ届出システム」が終了します。都道府県等か

らの電子メールをお待ちください。 
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③ 届出内容を修正する場合は「修正」ボタンをクリックします。 

 

 

各項目については、届出処理の修正手順（第３章１．（１）使用届出作成③、第４章１．

（１）変更届出作成 ③以降や第５章 1.（1）廃止届出作成 ③以降を参照ください。 

修正が終了したら「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 
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修正した届出を都道府県等へ提出します。「この内容で提出する」ボタンをクリックしてく

ださい。 
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届出完了画面が表示されます。 

「一覧へ戻る」ボタンで変更届出（届出先選択）へ戻ります。 

 

 

該当届出の処理状況を確認します。 

照会に対する修正回答により、一覧の該当明細の表示色が変わり、処理状況欄に「修

正回答」と表示されます。これで照会に対する処理は完了です。 

 

「ログアウト」ボタンをクリックし、都道府県等からの電子メールをお待ちください。 
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2． 届出内容、自治体問い合わせ先確認 
照会処理（回答入力）で、受付番号、都道府県等名、添付ファイル名をクリックすると参照できます。 

 

受付番号のクリックによる届出内容の表示例 
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都道府県等名のクリックによる問い合わせ先の表示例 
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第７章  問い合わせ先 
ＮＩＴＥでは、ご利用者からのお問い合わせ窓口を設置しています。 

ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課 

 PRTR システムサポート :  

※メールでのお問い合わせ info_prtr@nite.go.jp 

※電話でのお問い合わせ  ０３－５４６５－１６８３ 

（電話受付時間：5/1 を除く平日 9:30～12:00、13:00～16:30） 

 

 

mailto:info_prtr@nite.go.jp

